
南砺市立学校のあり方検討委員会設置要綱 

令和２年７月１０日 

教育委員会告示第３号 

（設置） 

第１条 南砺市立学校の将来のあり方について、学識経験者、教育関係者、保護者、

地域づくり協議会の推薦を受けた者等から意見を聴くため、南砺市立学校のあり方

検討委員会（以下「検討委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、南砺市立学校の将来のあり方に関する事項を所掌し、南砺市教育

委員会に提言を行うものとする。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員３０人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、南砺市教育委員会（以下「教育委員会」とい

う。）が委嘱する。 

（１）学識経験者 

（２）教育行政等の関係者 

（３）児童生徒の保護者 

（４）地域づくり協議会の推薦を受けた者 

（５）公募による者 

（６）前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、前条第２項の規定による委嘱の日から第２条の規定による提

言を行う日までとする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に、委員長及び副委員長各１人を置く。 

２ 委員長は委員の互選によりこれを定め、副委員長は委員長が指名する。 

３ 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたと

きは、その職務を代理する。 

（会議） 
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資料１



第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議長とな

る。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。 

４ 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を

聴くことができる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、教育委員会教育部教育総務課において処理する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が

別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公表の日から施行する。 

（招集の特例） 

２ 最初の会議は、第６条第１項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。 

（この告示の失効） 

３ この告示は、第２条の規定による提言のあった日限り、その効力を失う。 

附 則（令和４年５月６日教育委員会告示第１号） 

  この告示は、公表の日から施行する。 
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資料２-１



提   言 

 

 情報化・グローバル化や少子高齢化などのめまぐるしい社会環境の変化や

新型コロナウイルスの蔓延による生活様式の変化は、子どもの教育環境に大

きな影響を与えています。特に少子化の進行に伴う児童・生徒数の減少によっ

て生じる、小・中学校における学習指導や部活動運営などの様々な課題に対応

していく必要があります。 

また、現在の小・中学校を今後もすべて維持していく場合は、校舎の大規模

改修や改築、修繕などに多額の経費が必要となります。持続可能な行政運営の

視点から、学校施設についても、行財政改革・公共施設再編による経費の削減

が求められています。 

 このような中、将来を見据えて、子どもにとって望ましい教育環境や学校運

営を最優先事項として「南砺市立小・中学校のあり方」を検討するため、令和

２年９月に「南砺市立学校のあり方検討委員会」が設置されました。    

本委員会では、子どもの成長に求められる教育課程や望ましい地域との関

わりを考慮しつつ、中・長期的な展望に立って、学校配置の基本的な方向性に

ついて議論を深めてきました。 

 学校の適正規模・適正配置の基準については、画一的なものではなく、各地

域の特性を踏まえて考える必要があります。特に、市域の広い本市では、通学

の負担に配慮するとともに、各地域の協力で進めてきた学校運営の意義を尊

重することが重要であると考えます。 

 各学校の教育環境におけるデメリットを解消しながら、地域や各種団体と

連携をして、一層充実した学校教育が確立されるよう期待し、次のとおり提言

します。 
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記 

 

【Ⅰ 学校設置の基本的な考え方】 

１． 地域を基盤とした小中一貫教育を推進し、令和２７年度（２０４５年

度）には、現在の８中学校区にある小・中学校を義務教育学校とする方

向で進めていく。 

   ※ 年次計画は、別紙「南砺市立小・中学校のあり方について」を参照 

２． 児童・生徒及び保護者の通学にかかる負担に配慮し、多くの児童・生

徒が徒歩と自転車で通学することが可能な学校配置とする。 

 

【Ⅱ 学校運営の基本的な考え方】 

市内の８地域（合併前の旧町村）で培われてきた固有の文化を大切にしな

がら、地域と一体となった学校運営を行う。 

 

【Ⅲ 学校のあり方に関する検討について】 

  概ね５年毎に「南砺市立学校のあり方検討委員会」を設置し、将来の児童・

生徒数の見通しを踏まえて、望ましい学校の設置や運営のあり方について

再度協議する。 

  今後は、本検討委員会での提言内容の周知を図るとともに、保護者など地

域の意見を広く聴く。 

  次回は、「南砺市公共施設再編計画」の改訂年度の前年度にあたる令和６

年度に設置する（４年後）。 

 

 令和３年１月５日 

南砺市立学校のあり方検討委員会 

委 員 長  松 山  友 之 
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南砺市立小・中学校のあり方について

年次

Ａ）学校数

Ｄ）目標人口等

Ｃ）公共施設再編

第２次南砺市公共施設再編計画（平成２８年３月）
における趣旨
　第２次南砺市公共施設再編計画は、南砺市公共
施設等総合管理計画で定めた３０年後の公共施設
保有量を約５０％、２５万㎡を目標に縮減することを
受け、維持すべき施設機能を考慮しながら約１９万
㎡の個別施設の具体的な再編の方向性を定めたも
のである。

①井口小・井口中の義務教育学校への
移行にあわせて、未使用部分の解体を行
う。

②利賀小・利賀中の義務教育学校への移行に
あわせて、未使用部分の解体を行う。

④義務教育学校は、各校区の小学校もし
くは中学校の校舎を利用して設置すること
から、小学校１校＋中学校１校＝２校が、
義務教育学校１校になる。未使用の学校
校舎は解体もしくは用途変更を行う。

２０４５年度（Ｒ２７）２０○○年度（Ｒ☆）頃から随時

Ｂ）学校再編

第２次南砺市公共施設再編計画（平成２８年３月）
における基本的な考え方
・学校は、地域の中核的な施設であり、８地域それ
ぞれで維持する。
・しかしながら、適正規模を下回れば統合の必要が
あると考えられる。
・井口小、井口中…短期に小中一貫校を検討する。
・利賀小、利賀中…短期に小中一貫校を検討する。
・福光南部小…複式学級が２学級以上となった場
合、統合を検討する。

①南砺つばき学舎（井口地域義務教育学
校）の開校

※　学校区域外へ入学する特認校制度の導入については、保護者が望み地域の了解が得られた場合に検討する。
※　福光地域の福光中部小・福光中と福光東部小・吉江中については、義務教育学校ではなく、小学校２校を１校に、
　中学校２校を１校に統合することも選択肢とする。

【１５校～１４校】
小学校７～６校
　…（△２～３校：井口小、利賀小、福光南部小）
中学校６校
　…（△２校：井口中、利賀中）
義務教育学校２校
　…（＋２校：井口、利賀）

２０２０年度（Ｒ２） ２０２１年度（Ｒ３） ２０２５年度（Ｒ７）頃までに

◆２０２０年
・南砺市人口ビジョン目標人口
　４８，２０８人
　（うち児童数2,107人、生徒数1,118人）
・社人研推計人口
　４８，０２８人（目標人口との差：180人）
　（うち児童数2,107人、生徒数1,118人）

（Ｒ2.4.1現在児童数2,107人、生徒数1,210人）
　※　児童生徒数は、市教委試算

◆２０２５年
・南砺市人口ビジョン目標人口
　４５，４２２人
　（うち児童数1,980人、生徒数987人）
・社人研推計人口
　４４，６２７人（目標人口との差：795人）
　（うち児童数1,861人、生徒数975人）

（出生数より児童数1,881人、生徒数1,047人）
※　児童生徒数は、市教委試算

◆２０３５年
・南砺市人口ビジョン目標人口
　４０，１２２人
　（うち児童数1,832人、生徒数926人）
・社人研推計人口
　３７，８３３人（目標人口との差：2,289人）
　（うち児童数1,437人、生徒数761人）

※　児童生徒数は、市教委試算

◆２０４５年
・南砺市人口ビジョン目標人口
　３５，１７８人
　（うち児童数1,894人、生徒数918人）
・社人研推計人口
　３１，０１７人（目標人口との差：4,161人）
　（うち児童数1,168人、生徒数605人）

※　児童生徒数は、市教委試算

③福光南部小学校の統合
※　複式学級が１学級になった時点で、福光中部小学校と福光東部小学校に統合する
　⇒　すべての小・中学校で、地域を基盤とした小学校１校対中学校１校の「小中一貫教育」
　　 体制が整う。

③福光南部小の学校校舎を解体もしくは用途変更を行う。

　　　　　　　　　　　　　　　　 将来に向けた学校教育の役割　　　「地域の人たちとの交流をとおして人間性を育む」

学校設置の基本的な考え方
　・　地域を基盤とした小中一貫教育を推進し、令和２７年度（２０４５年度）には、現在の８中学校区にある
　　小・中学校を義務教育学校とする方向で進めていく。
　・　児童・生徒及び保護者の通学にかかる負担に配慮し、多くの児童・生徒が徒歩と自転車で通学することが
　　可能な学校配置とする。

【１５校～１４校】⇒【●●校】

◆保護者が望み地域の了解が得られた
場合は、再編統合も検討する。

【８校】
義務教育学校８校
　…＜井波、井口、利賀、城端、平・上平、
　福野、福光、吉江＞

◆２０６０年度には
・児童生徒数によっては、小規模校を統合再
編する【７校～６校に】。

②利賀地域義務教育学校の開校 ④小中学校区単位で、小学校・中学校の
全学年が単級（１学年１クラス）になった学
校から、義務教育学校へ移行する。

⑤８中学校区にある小・中学校を義務教育
学校とする方向で進めていく。

【１７校】
小学校９校
中学校８校

【１６校】
小学校８校
　…（△１校：井口小）
中学校７校
　…（△１校：井口中）
義務教育学校１校
　…（＋１校：井口）

学校のあり方に関する検討について
　※　概ね５年毎に「南砺市立学校のあり方検討委員会」を設置し、将来の児童・生徒数の見通しを踏まえて、望ましい学校の設置や運営のあり方について再度協議する。
　　（あり方の方針等を変更する場合など、必要に応じて５年から短縮する。なお、次回は４年後の令和６年度に設置する。（令和７年度の公共施設再編計画改訂年の前年））

◆２０４５年度には
　義務教育学校として再編することにより、未
使用の学校校舎を解体もしくは用途変更を行
うため、学校施設保有面積が削減となる。
◆２０６０年度には
　小規模校を統合再編した場合は、未使用の
学校校舎を解体もしくは用途変更を行う。

令和３年１月５日 提言

南砺市立学校のあり方検討委員会

南砺市は

○安心して暮らせる地域 ⇒ ◎移住・定住・Uターンの促進

（若者が家を建てられる地域） （人口ビジョンの目標達成に向けて）

地域を基盤とした小中一貫教育（９年間）の推進・中学校の部活動改革（改革期） 地域を基盤とした小中一貫教育・中学校部活動（充実期）
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児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数

井波小学校 48 2 40 2 48 2 65 2 46 2 52 2 299 12

井口小学校 8 1 9 1 10 1 6 1 9 1 12 1 54 6

利賀小学校 2 (1) 1 1 2 (1) 1 1 1 (1) 2 1 9 3

城端小学校 49 2 57 2 55 2 64 2 58 2 59 2 342 12

上平小学校 10 1 11 1 8 1 16 1 12 1 14 1 71 6

福野小学校 113 4 102 3 100 3 107 3 101 3 121 3 644 19

福光中部小学校 57 2 53 2 58 2 48 2 49 2 46 2 311 12

福光南部小学校 21 1 12 1 11 1 12 1 9 1 25 1 90 6

福光東部小学校 37 2 51 2 40 2 53 2 49 2 57 2 287 12

計 345 15 336 15 332 14 372 15 334 14 388 15 2,107 88

（）は複式学級で学級数に含まない

生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数

井波中学校 69 2 68 2 69 2 206 6

井口中学校 7 1 2 1 9 1 18 3

利賀中学校 3 1 2 1 0 0 5 2

城端中学校 82 3 64 2 74 2 220 7

平中学校 14 1 12 1 14 1 40 3

福野中学校 92 3 144 4 115 3 351 10

福光中学校 65 2 60 2 62 2 187 6

吉江中学校 58 2 47 2 78 2 183 6

計 390 15 399 15 421 13 1,210 43

４学年 ５学年 計

□南砺市立小・中学校の児童生徒数（令和２年４月１日現在）

【参考資料】

６学年

中　学　校

１学年 ２学年 ３学年 計

小　学　校

１学年 ２学年 ３学年
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【参考資料】 

 

【用語の説明】 

 

義務教育学校… 小・中学校を１つの学校として、９年間の義務教育を一貫して実施する 

学校であり、入学は１年生、卒業は９年生となる。 

 

小中一貫教育… 小・中学校の９年間を見通して、系統的・継続的に実施する一貫した教

育であり、小学校段階での教科担任制や中学校段階の指導内容を小学校段

階に前倒し指導等が可能となる。 

 

特認校制 度… 従来の通学区域に関わらず、市内の希望する学校に転入学できる制度で 

あり、希望する学校区に住所を移さずに転入学が可能となる。 

 

部活動改 革… 少子化による生徒数の減少により、市内中学校部活動の運営に課題が生 

じていることから、部活動運営体制の構築に向けて改革を行うもの。 
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【南砺市立学校のあり方に関する検討過程】 

 

  令和２年 ９月３０日  南砺市立学校のあり方検討委員会設置 

令和２年 ９月３０日  第１回南砺市立学校のあり方検討委員会 

  令和２年１０月３０日  第２回南砺市立学校のあり方検討委員会 

  令和２年１１月２７日  第３回南砺市立学校のあり方検討委員会 

  令和２年１２月２３日  第４回南砺市立学校のあり方検討委員会 

  令和３年 １月 ５日  南砺市立学校のあり方に関する提言書を教育委員会に提出 

 

 

 

 

 

【南砺市立学校のあり方検討委員会 委員】 

 

委 員 長  松 山  友 之  学識経験者（富山国際大学准教授） 

副委員長  石 黒  公 一  南砺市ＰＴＡ連絡協議会代表 

委  員  齋 藤  史 朗  学識経験者（元富山県西部教育事務所長） 

委  員  税 光  詩 子  学識経験者（元南砺市教育委員） 

委  員  野 原  浩 昭  南砺市小学校長会長 

委  員  今 井  幸 代  南砺市中学校長会長 

委  員  谷 戸  仁 美  南砺市保育園長会長 

委  員  越 山  穂 髙  井波地域ＰＴＡ代表 

委  員  山 﨑  宏 充  井口地域ＰＴＡ代表 

委  員  長 谷  英 毅  利賀地域ＰＴＡ代表 

委  員  小原 治五右衛門  城端地域ＰＴＡ代表 

委  員  柴 田  昌 尚  福野地域ＰＴＡ代表 

委  員  湯 浅  俊 和  福光地域ＰＴＡ代表 

委  員  酒 井  浩 徳  平地域ＰＴＡ代表 

委  員  東 田   晃   上平地域ＰＴＡ代表 

委  員  柳 田  由 紀  公募委員 

委  員  大河原 晴子  公募委員 

委  員  森 田  清 仁  公募委員 

委  員  須河 紗也子  公募委員 
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日付 項目 主な内容

令和3年1月5日

南砺市立学校のあり方検討
委員会提言書（資料２-１）
の提出

令和２年９月３０日設置
Ⅰ学校設置の基本的な考え方
Ⅱ学校運営の基本的な考え方
Ⅲ学校のあり方に関する検討
について提言

令和3年4月3日
「南砺つばき学舎」開校 南砺市で初めての９年制の義務教育学校

「南砺市立南砺つばき学舎」の開校

令和3年6月16日
〜7月7日

「南砺・令和の教育改革」
地域説明会

南砺市立学校のあり方検討委員会の提言内
容の説明など、市内全８中学校区において
開催
参加者 計２７９名

令和3年11月29日

市議会将来の教育あり方検
討特別委員会提言書提出

・８地域に義務教育学校を設けること
・５年毎に見直すこと
・南砺市立学校のあり方に関する提言
について再検討を求める提言

令和4年2月10日
市ＰＴＡ連絡協議会との懇
談

市ＰＴＡ連絡協議会で実施されたアンケー
ト内容の報告等

令和4年3月25日
利賀地域づくり協議会要望
書提出（資料２-３）

利賀地域の教育環境向上を目指し、義務教
育学校を設置すること

令和4年3月30日

南砺市立中学校部活動のあ
り方検討委員会提言書（資
料３-１）提出

令和２年１２月１８日設置
１部活動の拠点校化
２部活動の地域移行の推進
３特認校制度の導入
４国や県の動向の注視
について提言

令和4年7月8日 定例教育委員会 特認校制度要綱の承認

令和4年7月20日
東太美地域づくり協議会要
望書提出（資料２-４）

特認校制度の早期実施、福光地域の中学校
統合の検討を進めること

令和4年9月9日
第１回利賀地域義務教育学
校設置協議会

利賀地域に義務教育学校を設置するための
準備を進める

令和4年11月以
降

平・上平地域の将来の学校
説明会

平・上平地域の児童生徒数を鑑み、今後の
教育環境について提案を行う予定

前回南砺市立学校のあり方検討委員会からの提言を受けての進捗状況
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資料２-２
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資料２-３

写
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資料２-４

写
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利賀地域義務教育学校設置協議会（第１回） 

令和４年 9 月 9 日 午後 6 時００分 

利賀市民センター ２階特別会議室 

 

１ 教育長あいさつ 

 

 

２ 組織について 

（１）委員の委嘱及び任命 

（２）委員長、副委員長の選出 

（３）委員長の挨拶 

 

 

３ 協議会の設置について 

（１）協議会設置の背景   

（２）協議会の名称および協議会設置要綱（案） 

 

 

４ 協議・連絡事項 

（１）義務教育学校の特徴と利賀小・中学校のこれまでの取組   

  ①義務教教育学校の特徴 

  ②利賀小・中学校の紹介（プロモーションビデオの視聴） 

  ③これまでの利賀小・中学校の義務教育学校設置にむけた試行的な取組 

 

（２）協議会における協議事項等について 資料  

   

 

５ 副委員長の挨拶 
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利賀地域義務教育学校設置協議会 委員・事務局名簿（令和4年9月）

１ 委員 １４名
N0. 役職 氏名 所属 備考

1 委員 扇澤 ⽂夫 利賀中学校 校⻑
2 委員 笠原 ⼀忠 ⼩中合同PTA 会⻑
3 委員 城岸 千秋 ⼩中合同PTA 副会⻑
4 委員 須河紗也子 地域づくり協議会推薦
5 委員 瀨⼾ 広美 南砺市中学校⻑会代表
6 委員 ⾼瀬 ⼣紀 利賀ささゆり保育園 園⻑
7 委員 ⾼⽥ 公美 利賀⼩学校 校⻑
8 委員 棚⽥ 賢也 南砺市⼩学校⻑会 会⻑
9 委員⻑ 成瀬 喜則 富⼭⼤学⼤学院 教授

10 委員 野原 哲二 地域づくり協議会代表
11 副委員⻑ 松本 謙⼀ 南砺市教育委員会 教育⻑
12 委員 邑上 貴厚 地域有識者
13 委員 米倉 健太 保育園保護者代表
14 委員 米倉 宗嗣 地域有識者

２ 事務局 7名
氏名 所属 備考

村上 紀道 教育部 部⻑
氏家 智伸 教育総務課⻑

  吉尾  徹 教育総務課 副参事
⼭⽥ 浩司 教育総務課 主幹・学務係⻑
⼭⽥由紀子 南砺市教育センター所⻑
溝⼝ 早苗 こども課⻑
笠原 哲夫 利賀市⺠センター 統括
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協議会における協議事項等について 

 

「利賀地域義務教育学校設置協議会」を設置して、義務教育学校の開設に関

する調査及び検討を行う。 

 

◆令和４年度以降の事業予定 

１ 利賀地域義務教育学校設置協議会の開催（令和４年度中に４～５回程度予

定） 

・令和４年９月９日（金）に協議会を設置 

第１回 
令 和 ４ 年 ９ 月 ９ 日

（金） 

・委員委嘱   

・協議会における協議事項 等 

第２回～ 
令和４年１０月～ 

令和５年１０月 

・１～２か月に 1 回程度協議会を開催 

 

 

①協議会の開催（７回程度 ※視察を含む） 

 【主な協議内容】 

 ・学校教育目標、学校名 

 ・学校施設 

 ・学年区分 

 ・校歌、校章、制服、運動服、ランドセル（鞄） 

 ・９年間の系統性のある教育課程、教育カリキュラム 

 ・保育園との連携 

   

 

②利賀小学校・利賀中学校における協議（利賀小・利賀中学校の教員で構成） 

  ・教育課程、教育カリキュラムの作成 

  ・保小との連携の在り方 

  

２ 先進事例視察   

日 時：令和４年１０月１９日（水） 

視察先：岐阜県白川村立白川郷学園 

内 容：「先進的な義務教育学校の取組について」 

 

資料 
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（Ｒ３県教委学級編成基準より）

令和４年４月１日現在 （人）
年齢 0才 1才 2才 3才 4才 5才 6才 7才 8才 9才 10才 11才 12才 13才 14才
学年 年少 年中 年⻑ ⼩１ ⼩２ ⼩３ ⼩４ ⼩５ ⼩６ 中１ 中２ 中３
人数 4 7 4 3 6 11 4 10 8 9 7 16 9 14 14

（人）
0才 1才 2才 3才 4才 5才 ⼩１ ⼩２ ⼩３ ⼩４ ⼩５ ⼩６ 中１ 中２ 中３ 複式学級数

Ｒ４ 4 7 4 3 6 11 4 10 8 9 7 16 9 14 14 0

Ｒ５ 4 7 4 3 6 11 4 10 8 9 7 16 9 14 1

Ｒ６ 4 7 4 3 6 11 4 10 8 9 7 16 9 1

Ｒ７ 4 7 4 3 6 11 4 10 8 9 7 16 1

Ｒ８ 4 7 4 3 6 11 4 10 8 9 7 2

Ｒ９ 4 7 4 3 6 11 4 10 8 9 1

Ｒ１０ 7 4 3 6 11 4 10 8 2

Ｒ１１ 7 4 3 6 11 4 10 ２〜３

Ｒ１２ 7 4 3 6 11 4 １〜３

Ｒ１３ 7 4 3 6 11 １〜３

Ｒ１４ 7 4 3 6 １〜４

【考察】※１ ⼩学校：Ｒ５より複式学級１つ。Ｒ８より２つ。
※２ 中学校：Ｒ１４より複式学級１つ。
※３ 平・上平保育所ともに、以上児保育における
   子供同士の関わりが弱い現状

複式学級
⼩１〜⼩２ ８人以下
⼩２〜⼩６ １５人以下 （富⼭県）
中１〜中３ ８人以下 ※特⽀考えない（仮定）

上平小・平中 複式学級の見通し
出生数（５才まで）と児童生徒数の現状から

未 定

複式学級の解消だけではなく、

⼀層創造的・魅力的な学校に！

-
 
1
8
 
-

資
料
２
-６



 
 
 
 

南砺市立中学校部活動に関する提言書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和４年３月 

 

南砺市立中学校部活動のあり方検討委員会 
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資料３-１

写



提  言 
 

 中学校部活動は、学習指導要領に位置付けられた、学校教育の一環として行

われる活動である。スポーツや芸術文化等に興味・関心のある同好の生徒が参

加し、異年齢との交流の中で、生徒同士や生徒と教師等との好ましい人間関係

の構築を図ったり、学習意欲の向上や自己肯定感、責任感、連帯感の涵養に資

したりするなど、生徒の多様な学びの場、そして活躍の場として、教育的意義

を有している。 
 
 しかしながら、近年の少子化の影響による部員数の減少により、人数が必要

な種目でチーム編成が困難となったり、継続した集団活動が行いにくくなっ

たりする部活動が増加傾向にあることから、部活動に期待されるねらいを達

成しにくい状況となっている。 
 
 これは、各学校の生徒数に対して、部活動数過多となっていることが、大き

な要因の一つとして考えられる。 
 
他方で、部活動指導は、部活動指導員やスポーツエキスパート、外部指導者

等によって専門的な技術指導が行われているものの、部活動の運営の大部分

は、教師の献身的な勤務によって支えられており、長時間勤務の要因となった

り、専門的な経験のない教師への過大な負担となったりしているのが、実情で

ある。 
 

 もはや、これまでどおりの部活動運営では、生徒にとって充実した部活動環

境を維持することは困難な状況になっており、生徒にスポーツや芸術文化等

の活動機会を提供する持続可能な環境づくりが急務であり、これ以上課題が

大きくなる前に対策が必要である。 
  
これらを踏まえ、「南砺市立中学校部活動のあり方検討委員会」では、令和

２年１２月より、生徒にとって望ましい持続可能な部活動の在り方について

検討を進めてきた。 
 

 現在の学校環境を生かしながら、指導者団体や保護者等地域と連携して、早

期に、生徒に充実した部活動環境を提供できるよう求めるものであり、次のと

おり提言する。 
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【１ 部活動の拠点校化】 
 

多くの仲間と共に活動する充実した部活動を可能にするため、各学校に設

置する部活動は、生徒数に応じた適切な数に整理することが望ましい。 
その際、保護者や子供の意向にも配慮しつつ、現在ある部活動の種類は、

将来も持続可能となるよう、市内の中・義務教育学校の部活動を拠点校化し、

可能な限り、少なくとも１校に設置されることが望ましい。 
また、指導者の状況を加味しながら、各種スポーツ・文化芸術団体、スポ

ーツ少年団、総合型地域スポーツクラブ等と協議し、市全体でバランスを図

り設置するよう配慮されたい。 
 
【２ 部活動の地域移行の推進】 
 

生徒に、より質の高い指導が提供できるよう、学校部活動と地域や各種団

体との連携を図り、地域指導者による定期・継続的な指導体制の整備や指導

者の資質向上に対して市や関係団体が支援をすることが望ましい。 
そのために、公立学校の教師等の兼職兼業による地域部活動への従事、企

業等が地域部活動を応援できる制度の整備等を図り、できるだけ学校生活と

密接な地域部活動により、子供たちが、学校生活と地域部活動の両立ができ

るよう、地域指導者の確保に努められたい。 
 
【３ 特認校制度の導入】 
 

部活動の拠点校化によって、生徒にとっては、各学校での選択肢は現在よ

り減ることから、地域を基盤とした特色ある学校づくりの一環として、各学

校に設置される部活動を選択し、就学することができるよう、住所地の校区

の中・義務教育学校以外への就学を認める「特認校制度」を早期に導入され

たい。 
 
【４ 国や県の動向の注視】 
 
  現在、国や県においても、中学校部活動に関する議論が進められているこ

とから、生徒が不利益を被らないよう、国や県の動向を注視しながら、柔軟

な対応ができるよう配慮されたい。 
 

令和４年３月３０日 
南砺市立中学校部活動のあり方検討委員会 

委 員 長   堀 田  朋 基 
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 参考資料 

 
【用語の説明】 
 

部活動の拠点校化 

 
生徒数の減少に対応し、教育的意義を損なわない部活動の体制を整えるた

め、市内中・義務教育学校の部活動を計画的に統廃合するもので、現存のスポ

ーツ・文化芸術の部活動を市内中・義務教育学校において、少なくとも１か所

に残すことができるよう、生徒数や指導者の状況を考慮して、市全体のバラン

スを取りながら配置する方法 
 
※ 南砺市が進めようとする「拠点校化」は、部活動の時間のみ移動して活

動するものではなく、下記の特認校制度を利用して転入学し、部活動に参

加するものをいう。 
 

特認校制度 

 
各学校で編成される地域を基盤とした特色あるカリキュラムや各学校に設

置される部活動の状況から、住所地の校区以外の学校で学びたいと考える児

童生徒が、校区に関わらず、市内の希望する学校に転入学できる制度のこと 
 
※ 基本として定められている校区外の学校への通学については、家庭の 
状況に応じ、可能な方法で通学する。 

 ※ 学校施設の状況（教室数や広さ）によって定員を設ける場合がある。 
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地域移行・拠点校化のスケジュール（案） 
 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

地域 
移行 

      

拠点校化 
・ 

特認就学 

      

※ 拠点校以外の学校に設置されている同じ種目の部では、新入部員の募集をしない。 
※ 各学校では、充実した部活動環境の整備のため、各学校の部活動の募集停止（廃部）規定に照らして、 

生徒数に応じた部活動の適正配置に努める。 
     ※ 働き⽅改⾰の観点から、段階的に顧問の部活動指導が勤務時間内となるよう、校⻑会等と協議する。 

モデル種目決定 
具体化 

モデル種目 
「地域部活動」実施 

保
護
者
等
へ
周
知 「特認就学」に

ついて整備 

「
特
認
就
学
」
運
用
開
始 

「拠点校化」実施 ※ 拠点校以外は新入部員募集停止 
R6 拠点校以外は２・３年生 R7 拠点校以外は３年生のみ R8 拠点校以外は廃部     

保
護
者
等
へ
周
知 

「拠点校化」
完全実施 

可能な種目から  
「地域部活動」実施 

「拠点校化」 
種目選定 

「拠点校化」 
種目選定 

本実施 

可能な種目から ※ 拠点校以外は新入部員募集停止 
「拠点校化」実施 
R5 拠点校以外は２・３年生 R6 拠点校以外は３年生のみ R7 拠点校以外は廃部      

先行実施 

地域移行による「地域部活動」実施 

-
 
4
 
-

-
 
2
3
 
-



参考資料 
 

部活動の地域移行による活動時間例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 平日の活動パターンとして、基本となる活動パターンは、Ａパターンが望ま
しいと考えるが、指導者確保の面から B パターンや C パターンの活動も考
えられる。 

 
※ 休日の活動は、団体が主催する小学生から大人まで一緒に行う活動 

に、中学生も一緒に活動する形が考えられる。 
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【南砺市立中学校部活動のあり方に関する検討過程】 

 

  令和２年１２月１８日  南砺市立中学校部活動のあり方検討委員会設置 

令和２年１２月１８日  第１回南砺市立中学校部活動のあり方検討委員会 

  令和３年 ２月 ５日  第２回南砺市立中学校部活動のあり方検討委員会 

  令和３年 ３月１９日  第３回南砺市立中学校部活動のあり方検討委員会 

  令和３年１０月２５日  第４回南砺市立中学校部活動のあり方検討委員会 

  令和３年１２月１０日  第５回南砺市立中学校部活動のあり方検討委員会 

  令和４年 ２月 ７日  第６回南砺市立中学校部活動のあり方検討委員会 

  令和４年 ３月１８日  第７回南砺市立中学校部活動のあり方検討委員会 

  令和４年 ３月３０日  南砺市立中学校部活動のあり方に関する提言書を 

教育委員会に提出 

 

 

【南砺市立学校のあり方検討委員会 委員】 

委 員 長  堀 田 朋 基  学識経験者（富山大学教授） 

副委員長  舘   英 二  南砺市体育協会 副会長 

委  員  藤 原   洋  学識経験者（元富山県中学校体育連盟 副会長） 

委  員  梨 谷 一 男  南砺市小学校長会 南砺市立福野小学校 校長 

委  員  齊 藤 哲 也  南砺市中学校長会 南砺市立福野中学校 校長 

委  員  林   裕 一  南砺市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 事務局長 

委  員  近 川 利 行  南砺市スポーツ少年団本部 副本部長 

委  員  水 戸 明 美  南砺市スポーツ推進委員協議会 理事長 

委  員  高 瀬 ま り  富山県学校吹奏楽連盟 砺波支部 

委  員  砂 田 英 夫  南砺市ＰＴＡ連絡協議会（井波中学校育成会 会長） 

委  員  二野井  朋  南砺市ＰＴＡ連絡協議会（福光中学校ＰＴＡ 副会長） 

委  員  井 上 明 世  公募委員 

委  員  山 田   剛  公募委員 

委  員  大河原 晴 子  公募委員 
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中学校部活動改革拠点校化・地域移行に向けてのこれまでの経過 

日時 会合名等 内容 参加団体等 

３月３０日(水) 「砺市立中学校部活動に

関する提言書」提出 

①部活動の拠点校化 

②部活動の地域移行の推進 

③特認校制度の導入 

④国や県の動向の注視 

・南砺市立中学校部活動のあり

方検討委員会 

４月２２日(金) 

１３：１５～ 

スポーツ少年団本部への

提案 

①スポーツ少年団本部から提案のあった「地域移行をスポーツ少年団

中心で進める」ことについて、教育委員会案を説明。 

②日本スポーツ協会の「スポーツ少年団改革プラン 2022」の方向性に

ついて協議。 

・スポーツ少年団本部 

本部長、副本部長 

・体育協会 

事務局 

５月３０日(月) 

１９：００～ 

中学校部活動の地域移行・

拠点校化説明会 

①地域移行・拠点校化に向けての教育委員会案を提案。 

②体育協会が、スポーツ少年団本部や総合型地域スポーツクラブや各

協会、各スポーツ少年団に教育委員会案で提案していくことについ

て了承。 

・体育協会 

会長、副会長、事務局 

６月６日(月) 

１９：００～ 

中学校部活動の地域移行・

拠点校化説明会 

①地域移行・拠点校化に向けての教育委員会案を提案。 

②スポーツ少年団本部としては、拠点校が決定した上で、単位団の統

廃合を具体的に検討する予定のため、拠点校の早期決定を希望。 

・スポーツ少年団本部 

 本部長、副本部長、 

常任委員 

・体育協会 

 事務局 

６月１７日(金) 

１９：００～ 

中学校部活動の地域移行・

拠点校化説明会 

①地域移行・拠点校化に向けての教育委員会案を提案。 

②総合型地域スポーツクラブにこれまで通りスポーツ少年団の日程

調整・事務等を行うマネジメントを行ってもらうよう依頼。 

 

・総合型地域スポーツクラブ 

代表者 

６月２３日(木) 

１９：００～ 

中学校部活動の地域移行・

拠点校化説明会 

①地域移行・拠点校化に向けての教育委員会案を提案。 

②地域部活動に対する(仮称)南砺市地域部活動推進モデル事業につ

いても説明。 

③各協会とスポーツ少年団において、活動形態や先行実施する拠点

・各競技団体 代表者 

・各スポーツ少年団 代表者 

-
 
2
6
 
-
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校・実施時期について協議し、7 月 11 日(月)までに協議した結果

を、教育委員会に提出することを依頼。 

６月２７日(月)～ ６月２３日の説明動画を

動画サイトにアップ 

①各協会や各スポーツ少年団、小・中・義務教育学校の教員、吹奏楽

関係者に視聴していただき、地域移行・拠点校化のご意見をいただ

いた。 

・各競技団体 

・各スポーツ少年団 

・小・中・義務教育学校の教員 

・吹奏楽関係者 

６月２４日(金) 

～ 

９月２１日(水) 

中学校部活動の地域移行・

拠点校化説明会 

(希望があった協会等) 

①地域移行・拠点校化に向けての教育委員会案を提案。 

②質疑応答 

・陸上、卓球、サッカー、バレー

ボール、バドミントン、野球、

剣道、バスケットボール、ふく

のスポーツクラブ 

７月１１日(月) 

１９：２０～ 

体育協会理事会追加提案 ①協会から出た意見を教育委員会で検討し、教育委員会案を追加提

案。 

②基本的にはスポーツ少年団としてクラブ活動を実施するが、市が定

める要件を満たしている場合、学校部活動を設置せず、市全域から

生徒を集めたクラブ活動も地域部活動として認める。 

③追加資料を各協会、スポーツ少年団に配付し、再度協議していただ

き、8月 1日(月)までに協議結果を教育委員会に提出することを依

頼。 

・体育協会 

 理事 

８月２９日(月) 

１９：００～ 

市ＰＴＡ連絡協議会との

懇談会 

①特認校制度の導入と部活動改革について説明。 

②協議会員と教育部担当者とグループワークを行い、意見交換を実

施。 

・市ＰＴＡ連絡協議会 

 協議会員 

９月議会  ①拠点校化案発表見送り  

９月２０日(火) 

１８：００～ 

市ＰＴＡ連絡協議会 

「緊急要望書」提出 

①拠点部活動配置案の発表を考え直すことを要望。  ・市ＰＴＡ連絡協議会 

１０月５日(水) 

１１：３０～ 

スポーツ少年団本部 

「南砺市立中学校部活動

のあり方に対しての要望

書」提出 

①南砺市立中学校部活動のあり方検討委員会の提言を尊重し、スケジ

ュール通りに進めることを要望。 

・スポーツ少年団本部 

-
 
2
7
 
-



南砺市長

田中 幹夫 様

令和４年 9月 20日

南砺市ＰＴＡ連絡協議会
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・拠点部活動配置案の発表について

学校のあり方検討委員会が本年度招集され、市ＰＴＡより９名選任いただい

たということで、しっかりと向き合い考えていく所存ですが、先に１点、

部活動拠点校化について要望させていただきます。

市教育委員会では拠点部活動配置案を１０月にも発表すると聞いており

ますが、中体連の大会への部活動以外の団体による参加可否の話題や、スポ

ーツ少年団を地域部活動としてみていく案の提案など、最近になって以前か

ら説明いただいている内容が変化してきています。また、現在及びこれから

部活動に関わる子どもたちや保護者への周知も十分とはいえないため、今の

段階において、配置案を発表できる状況にないと考えます。

そこで、１０月の拠点部活動配置案の発表は考え直していただくことを要望

いたします。

部活動の拠点校化はもとより、部活動の地域移行、学校のあり方の検討に

ついても同様に、今後始まる学校のあり方検討委員会をはじめ、体育協会や

各競技団体、現場である学校、地域、そして当事者である子どもたちとも丁

寧な議論をしていただき、子どもと保護者ファーストの目線にて、検討して

いただけますようお願いいたします。

令和４年 9月 20日

南砺市ＰＴＡ連絡協議会

会長 工藤 悠市
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南砺市立学校のあり方検討委員会の進め方 

  

  

１．目 的  

南砺市教育委員会では、令和２年度に答申した南砺市立学校のあり方検討委員会の提言に

基づき、保護者や地域の了解を前提としながら、将来的に小中学校を義務教育学校とする方

向で進めている。しかしながら、想定以上に進む人口減少や、国・県の動向などの学校教育

を取り巻く現状を踏まえ、令和６年度に設置を予定していた次回の南砺市立学校のあり方検

討委員会を２年前倒しし、改めて総合的に将来の市内の小中学校のあり方について検討する。 

  

２．検討内容 

前回の南砺市立学校のあり方検討委員会からの提言書にある「学校設置の基本的な考え方」、

「学校運営の基本的な考え方」、「学校のあり方に関する検討」の内容を起点とし、望ましい

学校規模、学校区域及び児童生徒の学習・生活環境等を教育的な観点から、長期的な展望で

市内の小中学校のあり方を検討し、教育委員会に対して提言を行う。 また、喫緊の課題であ

る中学校部活動のあり方についても関連があるため、併せて協議を行う。 

 

３．検討方法  

①委員３０人による全体の協議を基本とするが、内容に応じ、部会を設置して協議を進める。 

部会の例  例１：地域の立場と保護者の立場に分かれて協議 

   例２：平野部と中山間地に分かれて協議        など 

 ②協議に多くの時間を費やされる可能性があるため、日中に開催することもある。 

 

４．スケジュール （予定） 

回数 日程 主な内容 

第１回 令和４年 １０月 前回提言書の確認、現状報告 

第２回  １１月 中学校区毎の具体的な課題の確認 

第３回 １２月～ １月 テーマ別（例：望ましい学校規模）の意見交換① 

第４回 ２月～ ３月        〃        の意見交換② 

第５回 令和５年  ５月        〃        の意見交換③ 

第６回 ６月～ ７月        〃        の意見交換④ 

第７回 ９月～１０月 提言書内容について検討 

第８回 １０月～１２月 提言書の取りまとめ 

 令和６年 １月 提言書の提出 

  ※議会、ＰＴＡ、地域づくり協議会などへ協議内容を適宜報告する 
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